
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
共同利用システムにおける共同利用対象物のカギの貸出しと返却の管理を行うカギ管理装
置において、
各共同利用対象物が所定の保管場所に存在するか否かを定期的に監視

備えたことを特徴とする共同利用システムのカギ管理装置。
【請求項２】
請求項１において、

【請求項３】
請求項１ ２の において、
前記カギ管理装置は、前記共同利用対象物の所定の保管場所から離れた箇所に設置されて
おり、 保管場所又はこの保管場所に近接して設置された
遠隔監視装置 こと特徴とする共同利用システムのカギ管理装置。
【請求項４】
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しその監視結果を通
知する監視・通知手段と、各共同利用対象物のカギの貸出しと返却の処理を行うと共に前
記監視・通知手段から通知された監視結果に基づき貸出しが行われていない共同利用対象
物が前記所定の保管場所に存在しないと判定した場合には異常の発生を検出し通報を行う
管理・通報手段とを

前記管理・通報手段は、前記監視・通知手段から通知された監視結果に基づき対応の共同
利用対象物が前記所定の保管場所に存在することを確認した後に、前記貸出したカギの返
却の処理を行うことを特徴とする共同利用システムのカギ管理装置。

又は いずれか

前記監視・通知手段は前記所定の
から成る



請求項３において、
前記遠隔監視装置から される監視結果は無線信号で送信されることを特徴とする共同
利用システムのカギ管理装置。
【請求項５】
請求項３ ４の において、
前記 は、 、 遠隔監視装置に 警報音の
発生を指令する信号を送信する送信手段を備えたことを特徴とする共同利用システムのカ
ギ管理装置。
【請求項６】
請求項１乃至５の において、
前記 は、 異常の発生を告げる所定のメッセー
ジを所定の電話 を宛て先として自動 する自動 手段を備えたことを特徴とする共
同利用システムのカギ管理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明が属する技術分野】
本発明は、電動アシスト自転車などの共同利用システムに適用されるカギ管理装置に関す
るものである。
【０００２】
【従来の技術】
最近、マンションなどの集合住宅を対象として、自転車や電動アシスト自転車などの共同
利用システムが普及しつつある。この共同利用システムは、マンションなどの駐輪場の不
足や、自転車の放置や盗難などの問題を解消すると共に、共同利用による各人の負担コス
トの軽減を目的としている。本出願人の先願に係わる特開平１０ー３０６６３０号公報，
　同３０６６３１号公報，　同３０７９５２号公報には、バッテリー着脱型の電動アシス
ト自転車を含む自転車の共同利用システムにおけるキー管理システムとバッテリー供給装
置とが開示されている。
【０００３】
上記先願のキー管理システムとバッテリー供給装置によれば、駐輪場の一隅にキー供給装
置とバッテリー供給装置とが設置される。利用希望者が共同利用の利用者証をキー供給装
置に読取らせると、キー供給装置はこの利用者証の真偽を判定したうえで、使用可能な電
動アシスト自転車とバッテリーとを選択して希望者に貸し出すように構成されている。使
用を終えた利用者は、利用者証をキー供給装置に読取らせたのち、キーとバッテリーの返
却処理を行う。この返却処理に際して、カギ管理装置は、返却対象の電動アシスト自転車
が所定の保管場所に返却されていることを確認した上で返却処理を進める。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上述のように、先願のキー管理システムでは、カギの返却処理の際に、対応の電動アシス
ト自転車が所定の保管場所に返却済みであることを確認する機能を備えている。しかしな
がら、このキー管理システムでは、電動アシスト自転車などの共同利用対象物が一旦返却
されてしまった後は、その存否を監視し続ける機能を開示していない。また、電動アシス
ト自転車などを対象としたこの種の共同利用システムでは、カギ管理装置を駐輪場内に設
置する代わりに、ここからから離れた集会所などの共有の箇所に設置する傾向に変わりつ
つある。
【０００５】
従って、本発明の一つの目的は、共同利用対象物の返却処理の終了後も、継続してその共
同利用対象物を監視し、異常が発生した場合には自動的に警報を発する機能を備えたカギ
管理装置を提供することにある。本発明の他の目的は、離れた場所に設置された駐輪場内
の電動アシスト自転車の保管状態の監視に適したカギ管理装置を提供することにある。
【０００６】
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通知

又は いずれか
管理・通知手段 前記異常の発生の検出時に 前記 対して

いずれか一つ
管理・通報手段 前記異常の発生の検出時に、

機 送信 送信



【課題を解決するための手段】
上記従来技術の課題を解決する本発明のカギ管理装置は、共同利用システムにおける共同
利用対象物のカギの貸出しと返却の管理を行う。そして、このカギ管理装置は、各共同利
用対象物が所定の保管場所に存在するか否かを定期的に監視

備えている。
【０００７】
【発明の実施の形態】
本発明の好適な実施の形態によれば、このカギ管理装置は、貸出したカギの返却時に、対
応の共同利用対象物が所定の保管場所に存在することを監視・通知手段の監視結果に基づ
き確認したのち返却処理を進める手段を更に備えている。
【０００８】
本発明の他の好適な実施の形態によれば、共同利用対象物の所定の保管場所から離れた箇
所に設置されており、上記監視・通知手段は所定の保管場所に又はこの保管場所に近接し
て設置された遠隔監視装置から無線信号等で送信される監視結果を受信する受信手段を備
えている。
【０００９】
本発明の更に他の好適な実施の形態によれば、上記監視・通知手段は、所定の保管場所に
又はこの保管場所に近接して設置された遠隔監視装置に警報音の発生を指令する信号を無
線等で送信する送信手段を備えている。
【００１０】
本発明の更に他の好適な実施の形態によれば、上記監視・通知手段は、異常の発生を告げ
る所定のメッセージを所定の電話を宛て先として自動発呼する自動発呼手段を備えている
。
【００１１】
【実施例】
図５は、本発明の一実施例に係わる電動アシスト自転車の共同利用システムで使用される
カギ管理装置１０の外観を示す斜視図である。この実施例のカギ管理装置１０は、前述し
た特許公報に記載されたものとは異なり、マンションなどの集合住宅の駐輪場内やその片
隅には設置されておらず、そのような駐輪場から離れた集合住宅の集会所や管理人室など
に設置されている。
【００１２】
図６は、上記カギ管理装置１０の機能上の構成を示す機能ブロックである。上記図５と図
６とにおいて、１はディジタル・プロセッサ、２はデータメモリ、３はカード読取り部、
４はキー・ロック／解除部、５は表示部、６はランプ、７はキー入力部、８は印字出力部
、９は無線送受信部、１１は電話自動発呼部、１２は筐体、１３はＩＤカード挿入口であ
る。
【００１３】
まず、図５の外観図を参照すれば、このカギ管理装置１０を収容する筐体１２の正面パネ
ルには、１０個のキーホールダ挿入口ｋ１，ｋ２，ｋ３・・・ｋ１０が形成されており、
各キーホールダ挿入口には、先端にカギが取付けられた矩形板状のキーホールダが挿入さ
れ、ロック状態で保持される。各キーホールダ挿入口ｋ１～ｋ１０の真上には、このキー
が使用される電動アシスト自転車の使用の可否を示す矩形状のランプが設置され、各ラン
プは対応の電動アシスト自転車が使用可能であれば緑で、不能であれば赤で点灯する。各
ランプの上にはカギの番号が算用数字で表示され、対応の算用数字が各カギのキーホール
ダに表示されている。
【００１４】
図３は、ディジタル・プロセッサ１がデータメモリ２上に作成する各共同利用者の利用履
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しその監視結果を通知する監
視・通知手段と、各共同利用対象物のカギの貸出しと返却の処理を行うと共に前記監視・
通知手段から通知された監視結果に基づき貸出しが行われていない共同利用対象物が上記
所定の保管場所に存在しないと判定した場合には異常の発生を検出し通報を行う管理・通
報手段とを



歴・料金ファイルの構成の一例を示している。このディジタル・プロセッサ１は、各共同
利用者に対するカギ貸出し処理のたびに、貸出し日時と、貸出したカギの識別子とをこの
利用履歴・料金ファイルに書込むと共に、貸出し中フラグをオンにする。また、このディ
ジタル・プロセッサ１は、後述するカギ返却処理のたびに、返却日時、利用料金、累積利
用料金をこの利用履歴・料金ファイル書込むと共に、貸出し中フラグをオフにする。各共
同利用者が電動アシスト自転車を利用するたびに、カギの貸出しから返却までの履歴情報
と利用料金とを含む図示の一行分のデータがファイルに追加されると共に、累積利用料金
が更新されてゆく。
【００１５】
ディジタル・プロセッサ１は、上記共同利用者ごとの利用履歴・料金ファイルの作成と更
新とに並行して、この共同利用システム内の共同利用対象物である電動アシスト自転車ご
との管理情報の作成と更新とを行う。この管理情報は、図４に例示するように、各電動ア
シスト自転車の車両番号（識別子）ごとに、貸出し中か否か、所定の保管場所に在車か否
か、バッテリーが充電済みが否かなど各種のステータス情報が１ビットのフラグによって
管理される。なお、本実施例の共同利用システムでは、電動アシスト自転車のバッテリー
の充電は所定の保管場所で行われ、各電動アシスト自転車のバッテリーが充電済みか否か
の情報が無線信号によってカギ管理装置に送信される。
【００１６】
次に、本実施例のカギ管理装置１０によるシステム管理情報の更新・管理処理について、
図１のフローチャートを参照しながら説明する。前述のように、このカギ管理装置１０の
設置場所から離れた箇所に駐輪場が設置してあり、この駐輪場側に監視部（図示せず）が
設置さている。この駐輪場側の監視部は、各電動アシスト自転車の所定の保管場所に電動
アシスト自転車が存在するか否かを適宜なセンサを用いて一定の周期で監視し、その監視
結果を無線信号によってこのカギ管理装置１０に通知してくる。無線送受信部９は、上記
監視結果の無線信号を受信すると、ディジタル・プロセッサ１にその旨を通知し、受信し
た監視結果をディジタル・プロセッサ１に転送する。
【００１７】
ディジタル・プロセッサ１は、この監視結果を受信した旨の通知を無線送受信部９から受
けると、図１のフローチャートに示す更新・管理処理を開始する。まず、ディジタル・プ
ロセッサ１は、駐輪場側の監視部から無線送受信部９を介して転送されてきた監視結果を
受け取って、図４のシステム管理情報中の在車フラグを更新する（ステップＳ０）。次に
、ディジタル・プロセッサ１は、貸出し中フラグがオフ状態（“０”）にある車両、すな
わち貸出されていない電動アシスト自転車について、その在車フラグを読出し（ステップ
Ｓ１）、これが“１”であるか“０”であるかに基づき、在車の有無を判定する（ステッ
プＳ２）。
【００１８】
ディジタル・プロセッサ１は、貸出し中でない車両が在車状態と判定した場合には、ステ
ップＳ５を経てステップＳ１に戻り、上述した貸出し中でない全車両についての在車の判
定を繰り返す。ディジタル・プロセッサは、貸出し中でないいずれかの車両が在車状態に
ないという異常な事態を検出すると、システム管理情報中の異常フラグをセットし（ステ
ップＳ３）、警報の発生を無線送受信部９を介して遠隔の駐輪場側の監視部に指令する（
ステップＳ４）。この指令を受けた駐輪場側の監視部は、ブザーの鳴動などによって警報
を発生し、車両を無断で持ち出そうとしている者の行為を牽制する。
【００１９】
ディジタル・プロセッサ１は、貸出し出されていないシステム内の最後の車両まで上述の
処理を反復したのち、システム管理情報中にステップＳ３でセット済みの異常フラグが存
在するか否かを検査し（ステップＳ６）、そのような異常フラグがセットされている車両
については、管理情報中の連絡済みフラグを検査する（ステップＳ７）。ディジタル・プ
ロセッサ１は、異常フラグがセットされている車両の管理情報中に連絡済みフラグがセッ
トされていなければ、電話自動発呼部１１を起動する（ステップＳ８）。
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【００２０】
起動された電話自動発呼部１１は、この共同利用システムの管理人の電話など所定の電話
番号の相手先を自動的に呼出し、共同利用対象物の盗難の発生等の異常事態を通知する所
定のメッセージを送信する。ディジタル・プロセッサ１は、電話自動発呼部１１を起動し
た車両については、その管理情報中の連絡済みフラグをオン状態にし（ステップＳ９）、
更新・監視処理を終了する。
【００２１】
次に、本実施例のカギ管理装置１０が実行するカギ返却処理を図２のフローチャートを参
照しながら説明する。カギを返却しようとする共同利用者は、自己のＩＤカードをＩＤカ
ード挿入口１３に挿入して、これを下方に動かす。このＩＤカードを読取ったカード読取
り部３は、読取った識別子をディジタル・プロセッサ１に転送する。
【００２２】
ディジタル・プロセッサ１は、カード読取り部３から受け取った識別子に基づき、データ
メモリ２に保持されている利用履歴・料金ファイル中（図３）の貸出し中フラグを検査す
る。ディジタル・プロセッサ１は、上記貸出し中フラグがオン状態にある場合には、カギ
の返却処理が要求されているものと判定し、この処理を開始する。
【００２３】
このカギ返却処理を開始したディジタル・プロセッサ１は、まず、上記利用履歴・料金フ
ァイル中に記録されている貸出し中のカギの識別子を読取り、このカギに対応する電動ア
シスト自転車が駐輪場の所定の保管場所に存在するか否かを判定する（ステップＳ１１）
。この電動アシスト自転車の存否の判定は、上述したように、データメモリ２上で管理中
の図３に示したシステム管理情報を参照することによって行われる。
【００２４】
ディジタル・プロセッサ１は、管理情報の検索の結果、返却対象の電動アシスト自転車が
在車の状態にないと判定すると、その旨の警告を表示部５に表示し（ステップＳ２２）、
カギ返却処理を異常終了する。この警告を受けた共同利用者は、間違って他の保管場所に
返した電動アシスト自転車を正しい保管場所に戻したり、あるいは、監視用のロック装置
が動作してセンサが感知できる程度に正しい駐輪状態にあることを確認し直したりしたの
ち、上述したカギの返却をやり直す。
【００２５】
ディジタル・プロセッサ１は、ステップＳ１１において返却対象車両が存在するとの判定
を行うと、キー・ロック／解除部４に指令を発してカギのロック状態を解除させる（ステ
ップＳ１２）。キー・ロック／解除部４は、電磁石などのアクチュエータを制御すること
により、キー挿入口ｋ１～ｋ１０へのキーホールダの受入れを可能にする。数字によって
表示されている対応のキー挿入口にキーホールダを挿入することによりカギを返却する。
【００２６】
ディジタル・プロセッサ１は、上記カギの返却を、キーロック／解除部４を介して検出す
ると（ステップＳ１３）、キー・ロック／解除部４に指令してカギをロック状態に戻す（
ステップＳ１５）。次に、ディジタル・プロセッサ１は、内蔵のカレンダーと時計から読
取った現在の時刻をカギの返却日時として確定する（ステップＳ１６）。
【００２７】
ディジタル・プロセッサ１は、上記確定したカギの返却日時と、利用履歴・料金ファイル
から読取ったこのカギの貸出し日時とからこのカギの貸出し時間を算定し、この算定した
貸出し時間に、貸出したカギの識別子によって特定される貸出し車両ごとに定められてい
る単位時間当たりの貸出し料金を乗算することによって、今回の利用料金を算定する。デ
ィジタル・プロセッサ１は、上記特定したカギの返却日時、算定した利用料金、累積利用
料金をこの共同利用者の利用履歴・料金ファイルを更新する（ステップＳ１８）。
【００２８】
この共同利用者ごとに作成されている利用履歴・料金ファイルは、図３に例示するように
、共同利用者の識別子、カギの貸出し日時、このカギの返却日時、このカギの識別子、利
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用料金、累積利用料金及び貸出し中フラグを含んでいる。
【００２９】
次に、ディジタル・プロセッサ１は、利用料金と、累積利用料金を更新したばかりの利用
履歴・料金ファイルから読出し、液晶パネルなどで構成される表示部５に表示させる（ス
テップＳ１９）。最後に、ディジタル・プロセッサ１は、その共同利用者の利用履歴・料
金ファイル中の貸出し中フラグをオフにし（ステップＳ２０）、カギ返却処理を終了する
。
【００３０】
なお、ディジタル・プロセッサ１は、上記ステップＳ１２でカギのロックを解除した後、
所定時間内にカギの返却が行われなかったことを検出した場合（ステップＳ１４）にも、
カギをロック状態に戻したのち（ステップＳ２０）、カギ返却処理を異常終了する。
【００３１】
なお、図４のシステム管理情報において、故障の通報は、故障の発生に気づいた共同利用
者によって行われる。この故障の発生を通報しようとする共同利用者は、まず、自己のＩ
ＤカードをＩＤカード挿入口１３に挿入し動かすことよってこのカギ管理装置１０を呼出
す。次に、この共同利用者は、正面パネルのキー入力部７の特定のキーを操作したのち、
他の特定のキーを所定回数押し下げることにより、この押し下げ回数で特定される番号の
車両が故障である旨をこのカギ管理装置１０に通知する。
【００３２】
この共同利用システムの管理人は、月末などの精算日に、マスタカードをカード挿入口１
３に挿入したのち、キー入力部７のキーを操作することにより、利用履歴・料金ファイル
の印字出力をキー管理装置１０指令する。この指令を受けたディジタル・プロセッサ１は
、データメモリ２から個別利用者ごとの利用履歴・料金ファイルを読出し、印字出力部８
に印字出力させる。
【００３３】
以上、異常が発生した旨のメッセージを電話機から共同利用システムの管理人などの電話
に自動発呼する自動発呼処理を行う構成を例示したが、管理人を置かないなどの事情を考
慮して、この自動発呼機能を省略することもできる。また、異常発生時刻を検出し、これ
をシステム管理情報に追加する構成とすることもできる。
【００３４】
また、共同利用の対象物が電動アシスト自転車の場合を例にとって本発明を説明した。し
かしながら、共同利用の対象物が電動アシスト自転車だけでなく、オートバイや自転車な
どの異種の車両が混在する共同利用システムに対しても本発明を適用できることは明らか
である。また、共同利用対象物は車両に限らず、スポーツ用品や楽器など多種多様なもの
であってもよい。
【００３５】
【発明の効果】
以上詳細に説明したように、本発明に係わる共同利用システムのカギ管理装置は、カギ返
却の際の在車の確認に必要なセンサなどの既存の構成要素をそのまま利用することにより
、盗難などの異常事態の検出と警報の発生、自動通報などの機能を実現することができる
。この結果、構成要素の追加に伴う建設コストの増加を招くことなくシステムの利便性を
大幅に向上できるという効果が奏される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例のカギ管理装置が行うシステム管理情報の更新・監視処理の内
容を示すフローチャートである。
【図２】上記実施例のカギ管理装置が行うカギ返却処理の内容を示すフローチャートであ
る。
【図３】上記実施例のカギ管理装置が管理する各共同利用者の利用履歴・料金ファイルの
構成の一例を示すデータ・フォーマット図である。
【図４】上記実施例のカギ管理装置が管理するシステム管理情報の構成の一例を示すデー
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タ・フォーマット図である。
【図５】上記実施例のカギ管理装置の外観を示す斜視図である。
【図６】上記実施例のカギ管理装置の機能構成を示す機能ブロック図である。
【符号の説明】
１０　　カギ管理装置
１　　ディジタル・プロセッサ
２　　データメモリ
５　　表示部
６　　ランプ
７　　キー入力部
８　　印字出力部
９　　無線送受信部
１１　　電話自動発呼部
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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